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 電力ネットワーク（送電、配電）が直面する課題は、系統需要の伸び悩みによる収入の低迷、系統設備の高
経年化対策の本格化に加え、大規模災害対応を含むレジリエンスの強化、再生可能エネルギーの「主力電源
化」への対応等、多様化・複雑化している。

 また、電力ネットワークへの投資は、長期かつ巨額にわたり不可逆性が高いことから、ネットワーク設備形態の変
遷や施工力等の事業環境の変化を踏まえた、中長期的な視座の基での的確な見極めが求められる。また、
AI技術を始めとした次世代技術による送電・配電事業やインフラの更なる高度化・効率化の可能性が高まって
おり、如何にこれらを今後の投資に織り込んでいくかも重要となってきている。

 こうした中で、電力ネットワーク事業者（一般送配電事業者）には、調整やバックアップ機能、再生可能エネル
ギーの受け入れやレジリエンス対応などのための更なる投資が求められるところ、一方でその投資回収の不確
実性も高まっている。次世代技術の導入も含め、必要な投資を行うインセンティブを高めていくことが大きな課
題となっている。

 一方、一般送配電事業者の既存のコストについては安定供給や供給信頼度維持を前提に一層の効率化を
果たすことも重要。必要となる投資の促進とコスト効率化を如何に両立していくかも課題。

 また、分散型電源拡大と技術革新が進めば、電流の双方化や需要側蓄電機能の向上が進み、域内電力融
通(マイクログリッド)や特定者間の電力売買(P2P)などの可能性も高まる一方、いざというときに供給できる
kWの価値も高まると言われている。

※次ページに続く
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２．制度・政策の論点整理 データ活用
 送配電分野には、スマートメーターデータを始め、発電実績や系統情報（電圧・電流等）、設備・保全情報、
センサ情報（電圧・電流、波形・事故方向等）などの多種・多様なデータがあり、電力NWの高度化や新事
業創出への活用可能性等について、本研究会で議論されてきたところ（なお、地点別需要実績や潮流情報、
電源に関する情報等については「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」にて、ス
マートメーターデータの統計情報については「電力・ガス基本政策小委員会」にて、検討を進めている。）。

 一方、データ活用に当たっては、保護すべき事項との整理（プライバシーや競争上の秘密保護、公安面からの
保護、サイバーセキュリティ等）や、現行規制（ex.電事法上、託送業務等に関して知り得た電気供給事業
者及び電気の使用者に関する情報は、託送業務に供する目的以外での提供等は禁止されている。）との整
理も見えてきたところ。こうした点も踏まえ、以下の論点の整理が必要ではないか。

（１）データ取得者
2.(1)① セキュリティやプライバシー保護、競争上の秘密保護、公安面からの保護などを如何に担保するか。
2.(1)② データを取得する者に対し、取得データの性質（cf.系統情報、個人情報等）に応じて、何らかの
要件を課すべきか。課すとすればどういう要件があり得るか(cf.使用目的、情報保全体制)。

（２）データ提供者
2.(2)① 提供する範囲をどこまでとするか（cf.系統情報（電圧、周波数）、スマメデータ（統計加工情報、
匿名化情報、個人情報））。また、提供に当たって、どのようなルールを設けるべきか。

2.(2)② 誰がデータを提供すべきか。その際、どのような観点で検討すべきか（cf.データの取得容易性、全国
的な統一性、セキュリティ）。

2.(2)③ どのように提供するか。共通プラットフォーム等による統一的提供とするか、複数者による提供とするか。
統一フォーマットとするか。提供に係る公平性や透明性を如何に担保するか。

2.(2)④ 提供にあたって必要となるコスト（システム構築等）の回収と収益・費用をどう考えるか。受益者負
担の観点から、データ取得者に対してどのような負担を求めるべきか。また、託送費用で賄うべきものはあるか
（その場合には確実な回収の仕組みが必要。）。

2.(2)⑤将来での他の社会インフラデータとの連携の可能性についてどういったものが考えられるか。
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３．制度・政策の論点整理 電気計量制度
 これまで計量制度は、計量が直接利害に結びつくため不正行為の誘惑が常に存在することを踏まえ、的確な消
費者保護を図るべく、全数検定や面前計量等の厳格な規制を敷いてきた。一方、特に電気については、技術
の進展や卒FITを始めとした分散型電源が拡大する中で、電気計量や電力取引への新たな可能性とニーズが
広がり、電気を消費者自らが販売する等の消費者の選択肢の拡大・利便性向上や、事業者の事業機会の
拡大に向けて、消費者保護を的確に担保しつつ、電気計量制度を柔軟化することが期待*されている。
* 現行の電気計量の一部の運用は不明確であるとの指摘もあり、このため、運用を明確化するQ&Aの策定を電力・ガス基本政策小委員会におい
て検討している。

 具体的には、IoT・通信技術等が進展する中、消費機器毎のデマンドコントロールサービスや、分散電源毎に
消費者自らが電力を販売する新たなサービスへの可能性が広がっているが、このためには機器毎に特定計量
器での計量が必要であり、計量コスト増や、物理・外観的に特定計量器の設置が困難と指摘されている。

 また、計量技術も進展し、特定計量器ではないものの、コンセント計測器やスマート分電盤などの機器でも
一定の正確な計量が期待され始めている。スマートフォンやタブレットデバイスの普及や通信技術が高度化する
中、消費機器毎の取引値を、計量器に表示するのではなく、新たなデバイスに表示にしたいとのニーズも出てき
ている。

3.(1) 現状の計量規制で求められる検定や表示機構の具備等は、消費者が正確な計量に基づいて取引を
する等のためのものであり、引き続きこの観点からの規制は重要であるが、上述の新たなニーズへの対応と
を如何に両立させるか。例えば、取引の当事者の合意がある場合や、取引に係る計量の正確性の説明
責任が果たされる場合などに限り、柔軟な計量方法*を許容することについて、どう考えるか。

* 例えば、表示機構のない計量器（スマホ閲覧で代用）や、一定の正確性が認められた計量器の利用、差分計量など

3.(2) また、国民負担の軽減を図る観点から、計量コスト全般を抑制することも重要であるが、どのような方
策があり得るか。例えば、検定を行う者の経営自由度を高め、より創意工夫が発揮される環境整備をし
ていくことについて、どう考えるか。
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４．更なる論点

4.(1) 次世代技術による電気事業の高度化や効率化を図るため、新たな事業形態の主体を、事業法上、どの
ように位置付けるか。

4.(2)諸外国の送電事業・配電事業についても、次世代技術の活用や再生可能エネルギーの大量導入への対応
など、類似の環境変化の下にある。我が国の送電事業・配電事業がグローバルに展開していくことについて、産
業政策やエネルギー政策の観点から、どう考えるか。

4.(3) 更に検討を深めるべき論点としてどのようなものが挙げられるか。
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関連の審議会等での議論①
（脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会）
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本小委員会の設置趣旨について
 再生可能エネルギーの大量導入の実現に向けた課題の１つである「系統制約」を克服するため、
これまで「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」において「既存系統
の最大限の活用」を中心とした対策が議論されてきたが、再生可能エネルギーの「主力電源化」に
向けては、更なる対策を講じていくことが必要となっている。

 また、北海道胆振東部地震を含む昨年夏以降に発生した一連の災害によって、電力インフラのレ
ジリエンスの向上や持続的な安定供給体制を構築していくことの必要性が改めて認識された。
今後取り組むべき対策パッケージをまとめた「電力レジリエンスワーキンググループ」の中間とりまとめに
おいて、今春までを目途に一定の結論を得ることが求められている「中期対策」について検討を
開始することが急務である。

 加えて、 AI やIoT 等のデジタル化を始めとした新技術の導入による電力コストの更なる抑制
や、既存の電力ネットワークの高度化等の３Eの深化への貢献の可能性について、「次世代技
術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」において議論を重ねているところ。

 その一方で、電力需要の見通しの不透明化等によって投資回収環境の予見可能性が低下し、
送配電事業の投資が厳しくなっている状況。

 これらの電力ネットワークを取り巻く環境変化も踏まえ、脱炭素化社会を実現していくにあたって、
いかにして電力インフラのレジリエンスを高め、新技術を取り込んだ形で持続的な安定供給体制
を構築していくかについての方策を検討するため、「脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委
員会」を立ち上げることとした。

19. 2.22 第1回脱炭素化社会に向けた電力レ
ジリエンス小委員会 抜粋















今後の進め方について

論点（例）
＜ネットワーク形成の在り方＞
 再エネの主力電源化及びレジリエンス強化を踏まえ、広域的かつ計画的な電力ネットワーク形成の在り方について検討して
はどうか。その際、洋上風力等の再エネ適地、EVの急速充電やデータセンターといった新たな電力需要、人口減による過
疎地域など個々のニーズについてその対応を検討してはどうか。

 新北本連系線整備後の北本連系線については、電力レジリエンスWGの中間とりまとめも踏まえ、広域機関によるルートや
増強規模、その効果についてのシミュレーション結果等を確認し、その具体化の在り方や実施の是非について検討してはどう
か。

＜託送制度の在り方＞
 次世代型のネットワークに転換していくため、欧米等の海外事例を参考にしながら、必要な投資促進と効率化の徹底を両
立させる託送制度の在り方について検討してはどうか。

 併せて、早期復旧を促す災害対応の費用回収スキームの在り方についても検討してはどうか。
＜災害時における各事業者の連携・役割分担の在り方＞
 システム改革等が進展し、新電力（発電・小売）や再エネ事業者含め電力事業者の多様化が進む中、災害時における
各事業者が円滑に連携し、必要な役割分担（適切な費用分担含む）を果たすための仕組みについて検討してはどうか。

＜その他、電力レジリエンスWG等で提示された論点＞
 災害に強い再生可能エネルギーの在り方、需要サイドにおける対策の在り方、ブラックアウトのリスクを定期的に確認するプ
ロセスの在り方等、電力レジリエンスWGの中期対策で挙げられた論点等についても、可能な限り検討を行うこととしてはどう
か。
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 第１回（本日）の議論において、委員等から本小委員会において検討すべき論点について、下記の論点例
を参考にしていただきながら御意見をいただき、次回以降の進め方を事務局において検討・提示してはどうか。

 この際、電力レジリエンスWGの「中間とりまとめ」において、中期対策は「今春までを目途に一定の結論を得る」
となっていることから、この期限を一つの目安にし、本小委員会で取り扱う論点は一定程度の優先順位をもって
選択し、残りの論点については関連する審議会等とも連携して検討することとしてはどうか。

19. 2.22 第1回脱炭素化社会に向けた電力レ
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関連の審議会等での議論②
（サイバーセキュリティ）












